
 
歯
科
技
工
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
一
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、

歯
科
技
工
士
国
家
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
五
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

試
験
の
日
時 

 

１ 

学
説
試
験 

 
 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日
（
木
） 

午
前
九
時
三
十
分 

 

２ 

実
地
試
験 

 
 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
日
（
金
） 

午
前
八
時
五
十
分 

二 

試
験
の
場
所 

 

１ 

学
説
試
験 

 
 
 

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号 

広
島
県
庁 

 

２ 

実
地
試
験 

 
 
 

広
島
市
南
区
霞
一
丁
目
二
番
三
号 

広
島
大
学
歯
学
部 

三 

試
験
の
方
法 

 
 

学
説
試
験
及
び
実
地
試
験 

四 

試
験
科
目 

 

１ 

学
説
試
験 

 
 
 

歯
科
理
工
学
、
歯
の
解
剖
学
、
顎
口
腔
機
能
学
、
有
床
義
歯
技
工
学
、
歯
冠
修
復
技
工
学
、
矯
正
歯

科
技
工
学
、
小
児
歯
科
技
工
学
、
関
係
法
規 

 

２ 

実
地
試
験 

 
 
 

歯
科
技
工
実
技 

五 

受
験
資
格 

 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 

１ 

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
歯
科
技
工
士
学
校
や
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た
歯
科
技
工
士
養
成
所

を
卒
業
し
た
者
（
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

 

２ 

歯
科
医
師
国
家
試
験
や
歯
科
医
師
国
家
試
験
予
備
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者 

 

３ 

外
国
の
歯
科
技
工
士
学
校
や
歯
科
技
工
士
養
成
所
を
卒
業
し
た
者
又
は
外
国
で
歯
科
技
工
士
の
免
許

を
受
け
た
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
前
記
１
又
は
２
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
と
技
能
を
有
す

る
と
認
め
た
も
の

六 

受
験
の
手
続 

 

１ 

願
書
の
提
出
期
間
及
び
受
付
時
間 

 
 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日
（
金
）
か
ら
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
七
日
（
金
）
ま
で
。
た
だ
し
、

土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
（
郵
送
の
場
合
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
七
日
〔
金
〕
ま
で
の
消
印

が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。
）
。 

 
 
 

受
付
時
間
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。 



 
２ 

願
書
の
提
出
先 

 
 
 

広
島
県
健
康
福
祉
局
医
務
課
（
〒
七
三
〇
―
八
五
一
一 

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号
）

 

３ 
提
出
書
類 

 
 

㈠ 
受
験
願
書 

 
 

㈡ 

受
験
資
格
を
証
明
で
き
る
次
の
書
類 

 
 
 

⑴ 

前
記
五
１
に
該
当
す
る
者
は
、
卒
業
証
明
書
又
は
卒
業
見
込
証
明
書
（
卒
業
見
込
者
は
、
卒
業

の
日
か
ら
三
日
以
内
に
改
め
て
卒
業
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
。
） 

 
 
 

⑵ 

前
記
五
２
に
該
当
す
る
者
は
、
歯
科
医
師
国
家
試
験
又
は
歯
科
医
師
国
家
試
験
予
備
試
験
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
書
類 

 
 
 

⑶ 

前
記
五
３
に
該
当
す
る
者
は
、
外
国
の
歯
科
技
工
士
学
校
や
養
成
所
を
卒
業
し
た
こ
と
又
は
外

国
で
歯
科
技
工
士
の
免
許
を
受
け
た
こ
と
を
証
明
で
き
る
書
類 

 
 

㈢ 

写
真
（
出
願
前
六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
・
脱
帽
・
上
半
身
像
の
写
真
で
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
を
広
島
県
が
交
付
す
る
写
真
票
の
定
め
ら
れ
た
位
置
に
貼
る

こ
と
。
）

七 

受
験
手
数
料 

 
 

三
万
六
千
円 

 
 

こ
の
手
数
料
は
、
三
万
六
千
円
に
相
当
す
る
額
の
広
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の
定
め
ら
れ
た
位
置

に
貼
っ
て
納
め
る
こ
と
。
こ
の
広
島
県
収
入
証
紙
に
は
消
印
を
し
な
い
こ
と
。 

 
 

ま
た
、
こ
の
手
数
料
は
、
指
定
の
納
入
書
に
よ
り
金
融
機
関
で
当
該
額
を
納
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ

の
場
合
は
、
受
験
手
数
料
払
込
証
明
書
を
受
験
願
書
（
裏
面
）
に
貼
る
こ
と
。 

 
 

な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
験
手
数
料
は
返
還
し
な
い
。 

 
 

次
の
二
つ
の
要
件
を
満
た
す
者
は
、
こ
の
受
験
手
数
料
を
全
額
免
除
す
る
の
で
、
受
験
願
書
と
必
要
な

書
類
の
ほ
か
に
、
次
の
２
の
手
帳
と
そ
の
写
し
（
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
は
広
島
県
の
証
明
印
の
あ
る
ペ
ー
ジ
の
写
し
、
戦
傷
病
者
手
帳
は
発
行
者
印
の
あ
る
ペ
ー
ジ
と
本

人
の
氏
名
・
現
住
所
の
記
載
の
あ
る
ペ
ー
ジ
の
写
し
）
を
広
島
県
健
康
福
祉
局
医
務
課
へ
持
参
す
る
こ
と

（
代
理
人
の
持
参
も
可
）
。 

 

１ 

広
島
県
内
に
住
所
の
あ
る
者 

 

２ 

身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
を
所
持
す
る
者 

八 

そ
の
他 

 

１ 

受
験
願
書
の
用
紙
は
、
広
島
県
健
康
福
祉
局
医
務
課
で
交
付
す
る
。

 
 
 

郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
八
十
円
切
手
を
貼
っ
た
、
宛
先
明
記
の
返
信
用
定
形
封
筒
を
同
封
す
る

こ
と
。

 

２ 

受
験
願
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
受
験
票
を
交
付
す
る
。 

 

３ 

合
格
者
の
発
表
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日
（
木
）
に
広
島
県
庁
前
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て

行
う
ほ
か
、
合
格
者
に
は
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。

 

４ 

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
広
島
県
健
康
福
祉
局
医
務
課
（
電
話
〔
〇
八
二
〕
五
一
三
―
三



〇
五
六
〔
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
〕
）
に
す
る
こ
と
。

 


